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                                                             2026年 5月 26日 

投資家の皆様へ 

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 

 

 

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり） 

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし） 

繰上償還に関する書面決議実施のお知らせ 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社が設定・運用しております掲題ファンド（以下、「本ファンド」といいます。）につきまして、下記のと

おり繰上償還に関する書面決議を実施させていただきます。この繰上償還は、「投資信託及び投資法人に関す

る法律」および「投資信託約款」（以下、「約款」といいます。）の規定にもとづき、書面決議を行ったうえで決定

いたします。 

本ファンドへの投資をご検討いただく際には十分ご留意くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

 

１． 対象ファンドおよび繰上償還に関する書面決議を実施する理由 

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり） 

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし） 

本ファンドの委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社が2027年3月末を目途

に業務の終了を予定していることから、本ファンドの繰上償還（以下、「本議案」という場合があります。）に

関する書面決議を実施させていただくものです。 

２． 書面決議について 

2026年 7月 1日に、書面決議によって繰上償還に関する可否を決定します。 

書面決議においては、対象受益者の確定日（2026年5月27日）時点の受益者の議決権の3分の2以上

の賛成で可決され、2026年7月23日に繰上償還となります。なお、この条件を満たさなかった場合は否

決となり、繰上償還は中止とします。 

ただし、書面決議において繰上償還が否決された場合であっても弊社の業務終了日が確定した段階で、

投資信託及び投資法人に関する法律および投資信託約款の規定に従い本ファンドは償還に向けた手続き

を進めることとなりますので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます 

内容 日付 

対象受益者の確定日 2026年 5月 27日 

議決権行使期限 2026年 6月 29日 

書面決議日（繰上償還可否決定日） 2026年 7月 1日 

繰上償還日【予定】 2026年 7月 23日 

 

以上 


